
 
 

  

５月より無料で利用できる観光用駐車場（バス５台、一般車６４台駐車

可能）が舗装され、夜間はライトが点灯されたことにより観光客がより

快適に利用できるようになりました。休日は、人が配置され観光案内や

駐車場内の誘導を行っています。また、トイレ（男性用小４つ大３つ、

女性用４つ、多目的トイレ１つ）が整備され、これまで団体客の方が休

憩の際混雑していたのを解消できるようになりました。それに伴い観光

客のお手洗いのための北の町老人憩の家の開放はなくなりました。 

                                    

 

 

                                         

今年度の事務局体制は以下のとおりとなりました。皆様と一緒に伝建地区のまちなみを

維持、向上できるようにしていきたいと思っています。伝建地区内を歩いていることも多

いと思いますので、見かけたら気軽にお声かけください。よろしくお願いいたします。 
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 ２月に湯浅町近辺で新型コロナウイルスの感染が確認され、その後は全国的に大きな広がりを

見せ、緊急事態宣言が出される事態となりました。一度はめっきり観光客の姿を見ることもなく

なりましたが、最近では少しずつマスク姿の観光客を見かけるようになりました。 

 まず第一に、自分たちが感染しないように、引き続きしっかりと対策を取っていきましょう。 

 
【甚風呂の新型コロナウイルス対策】 

 甚風呂では、国内で新型コロナウ

イルスの感染が確認され始めた１月

ごろから、スタッフの感染予防対策

や館内の消毒などに取り組んできま

した。また、来館者へのマスク着用

や手指消毒のお願いを掲示する等の

対策を行ってきました。しかしなが

ら、和歌山県を含む全国に緊急事態宣言が出されたことを受け、４月１８日から５月２１日ま

での間、役場からの指導のもと臨時休館することとなりました。休館の間は、館内の展示品や

備品の整理作業などを行いました。５月２２日からは、マスクや消毒を徹底しながら再び開館

しています。甚風呂では、引き続き感染症対策を行いながら、来館者の対応を行っていきます。 

 

【保存協議会の新型コロナウイルスの影響】 
  ４月に号外でお知らせしたとおり、全国伝建協総会（兵庫

県丹波篠山市）は中止となってしまいました。また、例年開

催している五月人形めぐりについても中止せざるを得なくな

りました。次ページでお知らせする保存協議会総会は、委員

の皆様方による書面決議の方法で実施したところです。そん

な中、５月２３日からあじさいオープンガーデンとして、甚

風呂をはじめ地区内各所では、あじさいの花を皆様に見てい

ただけるようにしていました。たくさんのきれいなあじさい

が咲き元気を与えるものとなりました。 
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役場からのお知らせ 



 

 

 令和２年度湯浅伝建地区保存協議会総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書
面決議の方法により実施されました。 

【議 案】 

１．令和元年度 事業報告及び収支決算・監査報告について 
 令和２年５月１３日に、監事である楠山・新網委員によって会計監査が行われ、事業費の収支
が良好に執行されていたことの確認を受けています。 

【令和元年度 保存協議会活動費 収支決算書】 
１．収入 

   
（単位：円） 

項  目 予算額（A） 決算額（B） 比較（B－A） 備   考 

繰越金 312,402 312,402 0 前年度繰越金 

助成金 100,000 100,000 0 町助成金 

諸収入 687,598 556,837 △ 130,761 豆わらじ売上げ、預金利息等 

計 1,100,000 969,239 △ 130,761   

２．支出 
   

（単位：円） 

項  目 予算額（A） 決算額（B） 比較（A－B）    備   考 

事業費    740,000    462,885     277,115 消耗品費、豆わらじ材料費、HP運営費等 

会議費 30,000 6,240 23,760 保存協議会会議お茶代等 

印刷費 30,000 31,830 △ 1,830 まちなみ瓦版用紙代金等 

交際費 200,000 73,460 126,540 他地区保存会との交流等 

積立金 100,000 100,000 0 伝建地区まちづくり基金 

繰出金 0  20,000  △20,000 甚風呂会計不足分 

計 1,100,000 694,415 405,585   

969,239（円） － 694,415（円） ＝ 274,824（円） ← 令和２年度に繰り越すものとする。 
〔収入済額〕     〔支出済額〕     〔差引〕 

【甚風呂指定管理業務特別会計 収支決算書】 
１．収入 

   
（単位：円） 

項  目 予算額（A） 決算額（B） 比較（B－A） 備   考 

繰越金 257,542 257,542 0 前年度繰越金 

指定管理料 2,935,000 2,935,000 0 町指定管理料 

諸収入 709,458 776,511 67,053 一般会計より指定管理事務手数料 

借入 0 20,000 20,000 不足分補充（保存協議会本会計より） 

計 3,902,000 3,989,053 87,053   

２．支出 
   

（単位：円） 

項  目 予算額（A） 決算額（B） 比較（A－B） 備   考 

人件費 3,110,000 3,254,349 △ 144,349 スタッフ賃金等 

需用費 661,000 598,861 62,139 高熱水費、消耗品費、甚風呂１０周年 

役務費 71,000 66,133 4,887  

管理費 60,000 60,000 0 指定管理事務手数料 

計 3,902,000 3,979,323 △ 77,323   

3,989,053（円） － 3,979,323（円） ＝ 9,730（円） ← 令和２年度に繰り越すものとする。 
〔収入済額〕     〔支出済額〕     〔差引〕 

２．令和２年度 事業実施計画及び収支予算について 

【 事 業 計 画 】 
★保存地区の町並み保存と景観に関する協議 
★他地区の保存会など町並み保存に関わる団体等との交流 
★町並み保存とまちづくりを推進するための先進地視察等研修 
★甚風呂指定管理業務 
★湯浅伝建地区保存協議会ホームページ等の運営 
★その他、湯浅町の歴史を活かしたまちづくりに寄与する事業 

【令和２年度 収支予算書】 
１．収入 

   
（単位：円） 

項  目 予算額（A） 前年度予算額（B） 比較（A－B） 備   考 

繰越金 274,824 312,402 △ 37,578 前年度繰越金 

助成金 150,000 100,000 50,000 町助成金 

諸収入 505,176 687,598 △ 182,422 湯札、豆わらじ、絵葉書、預金利息等 

繰入金 20,000 0 20,000 前年度甚風呂会計戻し入れ 

計 950,000 1,100,000 △ 150,000   

２．支出 
   

（単位：円） 

項  目 予算額（A） 前年度予算額（B） 比較（A－B） 備   考 

事業費 540,000 740,000 △ 200,000 消耗品費、湯札等材料費、ＨＰ運営費等 

会議費 30,000 30,000 0 保存協議会会議お茶代等 

印刷費 30,000 30,000 0 まちなみ瓦版用紙代金等 

交際費 250,000 200,000 50,000 他地区保存会との交流等 

積立金 100,000 200,000 0 伝建地区まちづくり基金 

計 950,000 1,100,000 △ 150,000   

【甚風呂指定管理業務特別会計 収支予算書】 
１．収入 

   
（単位：円） 

項  目 予算額（A） 前年度予算額（B） 比較（A－B） 備   考 

繰越金 9,730 257,542 △ 247,812   

指定管理料 3,887,000 2,935,000 952,000 町指定管理料（施設運営費） 

諸収入 60,270 709,458 △ 649,188 指定管理事務手数料ほか 

計 3,957,000 3,902,000 55,000   

２．支出 
   

（単位：円） 

項  目 予算額（A） 前年度予算額（B） 比較（A－B） 備   考 

人件費 3,333,000 3,110,000 223,000 スタッフ賃金 

需用費 478,000 661,000 △ 183,000 光熱水費、消耗品費、修繕費 

役務費 66,000 71,000 △ 5,000 インターネット、電話 

管理費 60,000 60,000 0 指定管理事務手数料 

返還 20,000 0  20,000  

計 3,957,000 3,902,000 55,000   

委員３７名に総会資料を送付し、３３名から回答があり、すべての議案に対し 

同意されました。    

                           （令和２年６月４日集計） 
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令和２年度湯浅伝建地区保存協議会総会 


